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診断書確認時の留意事項（肢体の障害用） 
 

 今回は肢体の障害用診断書（様式第１２０号の３）を確認する場合の留意事項について

お知らせします。 

 

 
 
 
 
 
※ 言語障害もあるときは、「言語機能の障害用」の診断書も必要になります。 

 

 なお、「かけはし」第５５号でも掲載しましたが、診断書共通のチェック項目は以下の

とおりです。 

肢体の障害用診断書を使用する主な傷病名 

 上肢又は下肢の離断（切断）、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳梗塞、脳出血、重症

筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、筋ジストロフィー、変形性股関節症、変形性膝関節

症、線維筋痛症 など 

【チェック項目】  

（１） 
診断書にかかる診断書の作成年月日、医療機関の名称及び所在地、診療担当科名、
医師の氏名及び押印の漏れがないこと。 

（２） 
診断書に記入されている受診者の氏名、生年月日、性別及び住所が年金請求書に記
入されている氏名等と一致していること。 

（３） 

診断書の①欄～⑨欄の記載事項（障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を
受けた日等）は、記入漏れがないこと。また、診断書の様式は傷病名・障害が現れ
ている部位・状態からみて合致していること。 

（４） 
障害の状態（平成     年     月     日現症）欄についてはいつの時点の障害の状態で
あるか判断する上で重要な事項となるので、記入漏れがないこと。 

（５） 

診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」は、障害の程度の認定にあ
たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況であるか、
また、どの程度の労働ができるか等の記入がされていること。 

（６） 
「予後」は診断時点において断定できない場合であっても、「不詳」等の記入がさ
れていること。 

（７） 

診断書の様式が改正された場合は、旧様式を適宜補正するか、又は改正後の診断書
を使用すること。 
なお、診断書指定様式に記入しないで提出する場合（パソコン等で作成する場合な
ど）は、紛失、混在等を防止するため、診断書は両面印刷で作成してもらうこと。
（やむを得ない事情により、片面印刷（２枚）になる場合は、割り印を押印しても
らうか、それぞれに医療機関の名称、所在地、診療科目、医師の自筆の署名、押印
をしてもらうこと。なお、割り印は診断書を作成した医師の印で割るか、医療機関
名の印で割ること。） 

（８） 
診断書を訂正した場合は、訂正箇所に必ず作成医師の訂正印が押印されていること。 
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表面 
①～⑩欄の記載事項（障害の原因となった傷病名、 
初めて医師の診療を受けた日等）に記入漏れがないか。 

②と③欄の「本人の申立て」に○が付されて
いる場合は、（ ）内にその申立て年月日
が記入されているか。 

※本人が申し立てている初診日について、
初診時に聞き取ったものか、最近聞いたもの
かを判断するために必要です。 

（平成 年 月 日現症）の欄が記入されているか。 
※いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで
重要な事項となるため、記入漏れがないこと。 

脳血管障害等で、初診日から起算して１年６月を
経過する前に障害認定日（傷病が治った状態）と
して請求する場合は治った日が記入されているか。 
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脊柱の障害の場合は、⑫欄が記入されているか。 

⑮欄の「手（足）指関節の他動可動域」は、
障害が右（左）の場合は健側についても記
入されているか。 

※健側と対比して認定するため必要です。 

上肢・下肢の切断（離断）、変形、脳血
管疾患（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、
脳血栓症等）による機能障害がある場合

は⑪欄と⑭欄が記入されているか。 

変形性股関節症等により、人工骨頭や人工関節の挿入置換術を行っている場合
は、この欄が記入されているか。 
※人工骨頭や人工関節の挿入置換術を行っている日が、その施術の原因（要

因）となった傷病の初診日から起算して１年６月を経過する前である場合は、挿
入置換術日が障害認定日となります。 



部位が股関節の場合は、「股
関節屈曲値」は、１又は２の
いずれの測定によるものか○が

付されていること。 

⑯欄の「関節可動域及び筋力」は、障害が右
（左）の場合は健側についても記入されているか。 
※健側と対比して認定するため必要です。 

診断書の作成年月日は漏れがないか。 
診断書の作成年月日≧⑪⑯欄の現症年月日となっていること。 

⑰欄の「四肢長及び四肢囲」は、障害が右
（左）の場合は健側についても記入されて
いるか。 

※健側と対比して認定するため必要です。 

（平成 年 月 日 現症）の欄が記入されているか。 
※いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで、
重要な事項となるため、記入漏れがないこと。 

⑳欄の「その他の精神・身体の障害の状態」に症
状の記載がある場合は、必要に応じて診断書の
提出を確認する。 

（例）高次機能障害や言語障害を併せて請
求する場合など。 
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裏面 

⑱欄の「日常生活における動作の障害の
程度」のa～qまでは、「○」、「○△」、
「△×」、「×」のいずれかの記号が記入され

ているか、r～tまでは、ア～エに該当する状
態に○が付されているか、補助用具は使
用しない状態で記入されているか。 

㉒欄「予後」は、診断時点において断定できない
場合にあっても、「不詳」等と記入されているか。 

補助用具を使用している場合は、その使用
状況が⑲欄に記入されているか。 

㉑欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能
力」は、現症時において日常生活がどのような状
況であるのか、また、どの程度の労働ができるのか

等が記入されているか。 
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⑨欄に、該当した日（起算日）が記入されているか。 
 
（例1）「平成○○年○○月○○日意識障害を呈して昏睡となる」 

（例2）「平成○○年○○月○○日遷延性植物状態の診断基準の６項目に該当した。」など 

「治った日」が記入されているか。 
 
起算日と治った日は３月以上経過しているか。

（例えば平成30年12月31日から起算して
３か月を経過した日は平成31年3月31日と
なります。） 

 「遷延性植物状態」は、次の①～⑥に該当し、かつ、それが３月以上継続しほぼ固定

している状態のことを言います。遷延性植物状態（障害認定日）の起算日は、診断基準

の６項目に該当した日になります。 

＜遷延性植物状態の診断基準の６項目＞ 

  ①自力で移動できない         ②自力で食物を摂取できない 

  ③糞尿失禁をみる           ④目で物を追うが認識できない 

  ⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない 

  ⑥声は出るが意味のある発語ではない 

１ 

２ 
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遷延性植物状態により初診日から１年６月以内に障害年金の請求があった場合の 
診断書チェックポイント！ 

⑦欄の「治った日」（障害認定日）以降３月以内であるか。 ３ 


